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〔要　　　旨〕

１　中国の農村地域では正規の金融機関からの資金供給が不足し，農家の資金需要の過半が
非正規の民間金融によって賄われている。また，正規の金融機関からの資金供給は農村信
用社(農信社)がほぼ独占しており，さらにこの農信社の融資は約３割の農家に集中してい
る。一方，農村の融資市場から撤退した４大商業銀行は，農村での預金集めを継続してい
る。その結果，資金がもともと不足している農村からの資金純流出が続いている。

２　こうした状況をもたらした主因の一つは，農信社の改革という単一のモデルで農村金融
問題を解決しようという当局のこれまでの指導方針にあった。農信社が成功すれば農村金
融の改革は成功するという考え方が強く，新規参入の促進等，多様化の発想は薄かった。
多額の不良債権を抱える農信社が早く不良債権を処理し自立できるよう，政府は資金注入
とともに，競争相手の登場を防ぎ，独占的経営環境を用意したのである。

３　これまでの農村金融改革への反省に立って，2006年末，中国は農村金融市場をすべての
資本とすべての金融機関に開放するという過去最大の歴史的な政策転換を行い，「村鎮銀
行」「農村資金互助社」「ノンバンク」という３種類の新型農村金融機関の設立テストが認
められることになった。08年１月末時点，新型農村金融機関は31社設立され，うち村鎮銀
行が20で，07年12月に設立された「HSBC村鎮銀行」が外資系村鎮銀行の初参入となった。

４　新型農村金融機関の成果は大きく言って「自由化の促進」「農村への資金環流」「競争に
よる刺激」の３点が指摘できる。そのうち特に「歴史的突破」を実現した今回の農村金融
の自由化改革のテストは，農村金融市場に競争原理を持ち込んだことの意味が大きい。

５　同時に，新型農村金融機関は多くの問題にも直面している。預金が思うように集められ
ずに収益構造が確立できていないことが最大の問題である。これは預金保険機構がまだ存
在せず村鎮銀行や資金互助組は信用力が不足しているからである。また，既存の商業銀行
の参加がなければ村鎮銀行やノンバンクの設立ができないことが象徴するように参入規制
が依然として高い。さらに，農村金融が抱えている自然災害リスクや農家の担保力不足等
を補完する環境が整備されていない。

６　中国政府の進める農村金融の自由化の方向性は正しいが，それが実際に機能し，効果を
発揮するためには，参入ハードルの更なる引下げとともに，新規参入者を含めて農村地域
の金融機関が持続的に農業へ融資するインセンティブが働くような預金保険や自然災害保
険，信用保証保険などの信用補完制度の構築が欠かせない。さらに零細な農家の状況が今
後も継続されるなか，協同組合的な金融組織の発展を一層促進することが必要とされる。

中国農村金融自由化の背景と可能性
――農村活性化のカギを握る資金供給の拡大――
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世界的に食糧需要が拡大するなかで，中

国が農業を効率化し，生産を安定させるこ

とはきわめて重要である。その意味で，

「農家の所得低迷」「農業の低生産性」「農

村のインフラ整備の遅れ」という三農問題

の進展は世界的な影響を持っている。その

カギとなるのは従来見落とされてきた農業

への資金供給を担う農村金融制度である。

言い換えれば，三農への資金供給不足は

三農問題解決の最大の障害となっており，

その根底には資金供給がほぼ農村信用社に

独占されていることが象徴するように農村

における金融システム構築の遅れがある。

そこで，「厳しい新規参入規制」と「農

村信用社頼み」というこれまでの農村金融

改革への反省に立って，2006年末，中国政

府は農村金融市場をすべての資本とすべて

の金融機関に開放を試行するという過去最

大の歴史的な政策転換を行った。

一方，高リスク・高コストと低収益性と

いう中国農業固有の問題点が存在するた

め，金融機関のリスクを低減し，収益性を

高める制度的措置なしでは，いくら農村金

融市場を開放しても資金は自然に農村金融

市場を避け，より収益性の高い市場へと流

れてしまいかねない。いわば，新規参入者

を含めて農村地域の金融機関が持続的に農

業へ融資するインセンティブが働くような

預金保険制度や災害保険制度，信用保証制

度などの信用補完制度の構築が欠かせな

い。

本稿は，まず中国における農村への資金

供給不足と正規の金融市場における農村信

用社の独占という実態を示した後，それを

もたらした背景を分析する。そのうえで，

06年12月から中国政府が取り組む農村金融

自由化の目的と進行状況を紹介しつつ，そ

の可能性や課題を検討する。
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（１） 正規の金融機関からの資金供給不足

各種統計とサンプリング調査の結果，農

村地域では正規の金融機関からの資金供給

が不足し，農家の資金需要の大半が非正規

の民間金融によって賄われていることがわ

かる。また，正規の金融機関からの資金供

給においては，農村信用社がほぼ独占して

いるという実態がある。

中国銀行業管理監督委員会（以下「銀監

会」という）の資料によると，農村信用社

は，05年に全国の約32％の農家に資金を供

給した。その内容については，北京大学中

国経済研究センターが実施した「2006年農

村家庭貸借状況調査研究」
（注１）

が参考になる。

それによると，全国15省の29の行政村に
（注２）

わ

たる1,613軒の農家は，06年に合計で1,246

万元の借入をしたが，うち農村信用社から

の借入金は合計の28.8％にすぎず，親戚や

非正規の金融機関などの民間ルートが

65.8％を占めている（第１表）。

また，清華大学が06年と07年に実施した

「中国農村金融発展研究」プロジェクトに

よると，農家の借入金について，農村信用

社からの借入金のシェアは西部４省におい

て44.2％，中部８省において28.0％，親戚

及びその他民間からのシェアは西部４省に

おいて51.3％，中部８省において67.0％と

なり，両地域においてともに民間が農村の

資金供給の過半を占めている（第２表）。

また，調査は農村信用社やその他商業銀行

から融資を受けられるのは，農村地域の高

収入者であることを示している。
（注３）

同様に，国務院発展研究センター

（DRC）が05年に実施した「百村金融調査」

の結果でも，正規の金融機関から融資を受

けた農家はサンプル数の37.8％との結果が

出ている。
（注４）

代わりに資金供給の担い手となっている

のは，親戚や友人，「会」，「個人貸金業」

などであり，そうした民間の融資規模は05

年にGDPの約6.9％に当たる9,500億元にの

ぼっているという中国人民銀行の試算もあ

る。そ
（注５）

のうち，浙江，福建と河北の３省に

おける民間融資規模は550億元，450億元と

330億元となり，それぞれの省の当年に増

加した貸出額の15～25％に相当する金額に

達している。
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（単位　元，％）

農村信用社 

農業銀行 

郵便貯金 

親戚及びその他 

　　　計 

資料　北京大学中国経済研究中心（２００７） 

第1表　農家の借金先の件数と金額 

件数 割合 

３，５９１，３００ 

３２６，８８０ 

４０，０００ 

８，２０１，４００ 

１２，１５９，５８０ 

２５７ 

１６ 

２ 

６５２ 

９２７ 

２７．７ 

１．７ 

０．２ 

７０．３ 

１００．０ 

２８．８ 

５．０ 

０．３ 

６５．８ 

１００．０ 

借金額 割合 
（単位　％）

農村信用社 

銀行 

親戚及びその他 

資料　清華大学「中国農村金融発展研究」プロジェクト   
（注）　西部４省・区は甘粛省, 青海省, 河北省と新疆を指す。

０６年に実施。中部８省は黒龍江, 吉林, 山西, 湖南, 湖
北, 河南, 安徽と江西を指す。０７年に実施。  

第2表　農家の借金先（金額ベース） 

４４．２ 

４．５ 

５１．３ 

２８．０ 

５．０ 

６７．０ 

西部４省・区 中部８省 

１　農村への資金供給不足と

農村信用社の独占



しかし，預金や送金という観点からみる

と，正規の金融機関は絶対的な地位を占め

ている。その理由は，非正規の金融機関の

預金活動が非合法であること，もうひとつ

は農家の国有商業銀行や郵政貯蓄など公的

金融機関に対する信用度が高いことである。
（注１）実施者は北京大学中国経済研究センター。
実施期間は06／07年度の冬休み（07年１月中旬
～07年の２月末）。調査員は北京大学の学生24名
と中国人民大学の学生１名からなる25名，全員
が農村出身である。実施場所調査員所在の行政
村を中心に，一部は隣接行政村となる。全国15
省（河北，山西，黒龍江，江蘇，浙江，安徽，
江西，山東，河南，湖北，湖南，広西，四川，
貴州，甘粛）にわたる29の行政村において，村
の農家戸数の約10％の比率で住宅番号にしたが
って等距離サンプリングという方法で合計1,613
農家の家で聞き取り調査を行った。その結果に
よると，合計927件の借入金が発生したが，うち
農村信用社からの融資は27.7％に当たる257件
で，公的金融機関の中でトップとなるが，民間
からの借入金件数は70.3％の652件となる。金額
ベースでは農村信用社の28.8％に対して民間か
らのものは65.8％であった。

（注２）行政村はいくつかの自然村からなるが，行
政単位ではなく，郷鎮政府の管轄になる。

（注３）「中国農村金融発展研究」プロジェクトの
実施者は清華大学経済管理学院であり，香港上
海銀行（HKBC）がスポンサー（1,000万元）に
なっている。06年３月から３年間のプロジェク
トであるが，すでに２回実施された。１回目は
06年７月10日から20日まで。清華大学経済管理
学院の218名の教員と学生が，甘粛省，青海省，
河北省，新疆ウイグル自治区という西部４省・
区，29の県，170の村，1,600軒余りの農家に対
して聞き取り調査を実施した。２回目は，07年
の夏休みに，清華大学経済管理学院の202名の教
員と学生が，中部地域の黒龍江，吉林，山西，
湖南，湖北，河南，安徽，江西からなる８つの
省，31の県，150余りの村，2,000軒余りの農家
を対象に聞き取り調査を行った。

（注４）韓俊（2007）
（注５）「外資首次渉足中国農村金融機構」（2006）

（２） 農村信用社の正規の農業貸出に

おける圧倒的地位

中国金融統計によると，正規の農業貸出

を農業，郷鎮企業・穀物買付向け貸出に限

定すれば，そのシェアは05年の段階で，農

村信用社は51.0％と過半を占め，続いて中

国農業発展銀行27.8％，中国農業銀行13.0％

である。そのうち，農村信用社は農業貸出

において81.8％，郷鎮企業貸出においては

58.5％のシェアとなっており，圧倒的な存

在感を示している。

前出の清華大学の06年と07年の調査結果

でも同様の結果が示されている。農村信用

社は，預金については西部４省で46％，中

部８省で32％，貸出は西部４省44％，中部

８省28％で，いずれも最も多くなっている。

しかし，農村信用社のこうした圧倒的な

地位は，農村信用社自身の努力と競争力に

よって得られたものとは言い難く，主とし

て４大国有商業銀行の農村からの撤退と金

融監督部門による市場参入の規制によるも

のと言える。商業銀行の撤退によって農村

部に大量の金融空白地帯が発生したが，農

村信用社の経営自立を図るために金融監督

管理部門は農村金融市場への新規参入を認

めず，農村信用社に独占的な環境を与えて

きた。

98年から４大国有商業銀行は商業化経営

への転換を加速し，農業銀行を含めて農村

地域の店舗の全面的な統廃合を実施した。

98～05年の間に４大国有商業銀行は３万

1,000以上の農村地域の店舗を廃止した。

農村地域に残されている店舗も主として預

金集めを目的とし，貸出権限は大幅に縮小

もしくは取り消されたところが多い。たと

え貸出を行う場合でも，農村地域での大型
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中国では，国―省―市―県―郷鎮という

５段階の行政区画となっているが，そのう

ち県と郷鎮が農村地域とされている。06年

末の時点で，中国には2 ,860の県，４万

1,000の郷鎮，64万の行政村（村民委員会）

がある。郷鎮部分の人口は７億4,000万人

で全人口の56.1％に相当する。戸籍上の統

計では，05年に農村人口は総人口の72.6％

に相当する９億5,000万人にもなる。

銀監会の資料によると，06年末の時点で，

全国の県および県以下の農村地域での金融

機関の営業店舗は全国総店舗数の56％に当

たる11万1,302店舗で，これを2,860の県で

平均すると１県当たり約39の店舗になる。

ただし，これら店舗の３割以上が県庁所在

地に集中しており，１郷鎮当たりでは３店

舗足らずにすぎない。しかも全国3,302の

郷鎮では金融機関が皆無の状態であり，域

内に１店舗しかない郷鎮が総郷鎮数の

20.1％に当たる8,231もある。郷鎮にある金

融機関は基本的に農村信用社と郵政貯蓄銀

行のみである。

（４） 農村からの資金流出

これまでみてきたように，正規の金融機

関は農村で預金を集めるが，融資はほぼ農

村信用社だけになる。また，この農村信用

社の融資は約３割の農家だけに集中してい

る。つまり，資金は農村から流出している

のである。実は，中国においては，建国当

初から農村から余剰資金が吸い上げられ，

工業部門や都市部の発展につぎ込まれ，農

村や農業への再投資が不足する構造が続い
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インフラ建設や国債資金が入るプロジェク

ト，大手農産物加工企業などに傾斜する傾

向が強まった。
（注６）

こうして国有商業銀行，特に農業銀行の

大規模な支店の統廃合によって，農村信用

社は農村の正規の金融機関として正規貸出

の領域において圧倒的地位を占めるように

なった。

農村での最大かつ唯一の正規の金融機関

となった農村信用社は，事業の継続性を保

ちつつ，「近代的商業銀行」への転換を急

いできた。省連合社の設立に伴い，県一級

法人への統合が急速に進み，県下の農村信

用社を統廃合して，農家に近い郷鎮にある

農村信用社が大きく減少した。貸出も流通

や加工業，消費向けの貸出に傾斜し，「非

農化」傾向が強まっている。

確かに近年農村信用社の農家への「小口

信用貸出」が増えているが，これは主とし

て中央銀行からの農業向けに限定した再貸

出によるものであり，しかも収入の高い農

家に集中している傾向が強い。中央銀行か

らの農業専用再貸出は農村信用社の貸出残

高の約10％，一部の地域では40％以上をも

占める。
（注７）

（注６）07年11月に農業銀行でのヒアリングで確認。
（注７）「農村金融改革と新農村建設」（2007），275
～299頁。

（３） 農村金融機関の不足

農村金融の主役が非正規の民間金融であ

ることは，公的金融機関の融資姿勢の問題

だけではなく，農村地域の金融機関の絶対

的な不足も大きな原因となっている。



てきた。

その大きな流出ルートのひとつが金融市

場によるものである。農村資金の金融ルー

トによる流出は，農村金融機関の預貸差額

で現れる。都市部の金融機関と同様に，預

貸の差額は，中央銀行への預金，インターバ

ンク市場への貸出，有価証券への投資など

になるが，これらの資金は農村へ還流する

ことがほとんどないため，農村金融機関の

預貸差額は農村からの資金流出とみてよい。

94～04年の11年間に農村の預貸差額は４

兆877億元にのぼった（郷鎮企業の預金を含

まない）。05年には１年間に農村地域の主

要金融機関によって農村から１兆8,700億

元の資金が吸収され，そのほとんどが外部

に流出した。
（注８）

前述のように，商業銀行はすでに農村の

融資市場からはほぼ撤退しているが，預金

市場での存在感は依然として大きい。前出

の清華大学の中部８省での調査では，商業

銀行は17％の富裕層の農家から預金を獲得

しているが，貸出を行ったのは５％の農家

に対してのみである。

農村からの主要な資金流出ルートには，

もう一つ財政ルートによるものがある。78

～02年の25年間に主として農業税の形でネ

ットで１兆1,372億元の資金が農村から吸

い上げられ，流出したとされる。
（注９）

この農業

税は農業問題を重視する胡錦濤政権の下，

06年に正式に廃止された。

こうした資金の一方的な流出が，農村の

近代化，農業の成長の大きな妨げになって

いるのは言うまでもない。農村に資金が環

流するメカニズムを確立することが急務な

のである。
（注８）「農村金融改革と新農村建設」（2007），275
～299頁。

（注９）（注８）に同じ。

（１） これまでの農村金融改革への反省

こうした農村の資金供給不足はこれまで

の金融改革と関係している。中国の経済改

革は1978年に農村からスタートしたが，金

融の本格的改革は90年代に入って逆に都市

部から進められてきて，その後農村部にも

及んだのである。

これまでの農村金融改革は，二つの特徴

を持っている。一つは都市金融改革と同じ

方式で行われてきたことである。国有商業

銀行の株式化改革と上場が象徴するように

都市金融改革の方向は大型の近代的商業銀

行をつくることである。農村の金融実態や

ニーズは都市部と異なるにもかかわらず，

農村金融改革は都市と同じ思考で進められ

てきた。すなわち，新規参入を厳しく規制

し，中小の金融機関の新設を認めず，小口

融資等「草の根」式の金融サービスにも関

心を示さず，ひたすらに既存の国有商業銀

行と農村信用社の改革に政策的な期待と支

持を集中した。農村信用社の統合の結果，

中国の農村金融機関の中では地域密着の小

規模の金融機関が減少した。

もう一つの特徴は，単一の改革モデルで

農村金融問題を解決しようとしていたこと

である。06年までの農村金融改革では，当
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２　農村金融の自由化の改革



局は農村信用社の改革に集中していた。農

村信用社が成功すれば農村金融の改革は成

功するという考え方が強く，新規参入の促

進等，多様化の発想は薄かった。多額の不

良債権を抱える農村信用社が早く不良債権

を処理し自立できるよう，政府は資金注入

とともに，競争相手の登場を防ぎ，独占的

経営環境を用意したのである。

しかし，中国の農村経済は，約２億

5,000万戸にものぼる大量の零細農家が独

立分散し，経営の近代化も遅れている。中

国の農業と農村金融は高コスト，高リスク

と低収益性が課題であり，近代的商業銀行

と都市金融の方式で農村金融に対応するの

は現実的ではない。また，中国は地域格差

及び地域内格差が世界最大レベルに達して

おり，単一の金融モデルで全体に対応する

ことはできない。参入規制と農村信用社へ

の過度の保護は，農村信用社の農村地域で

の独占的地位をもたらしたが，民間金融の

発展を阻害し，農村信用社のサービス向上

にはつながらなかった。

諸外国の例をみると，日本の金融機関で

は，数でみると08年２月現在でも農協や信

組，信金という地域密着の中小金融機関が

７割を占める。米国も約４万社ある金融機

関の大半は地域密着の小型の金融機関であ

る。血縁や地縁をもとにする小規模の金融

機関は，情報やリスクの把握において優れ

ているためである。

中国の農村金融で最も不足しているの

は，郷鎮と村レベルでの小規模の金融機関

であり，発展水準の異なる地域の多様な資
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金需要は，多元化，多層の金融システムで

なければ対応できない。厳しい規制のもと

ではこうしたシステムの構築は不可能に近

い。

（２）全面的開放を目指す最大の政策変更

上述した状況を改善するために，06年12

月に中国はこれまでの金融改革のなかで最

大の政策変更を行った。農村金融市場を外

国資本や非金融資本等を含むすべての資本

とすべての金融機関に開放するという目標

に向かって，参入ハードルの大幅引下げを

決めたのである。06年12月20日に銀監会が

公布した「農村地域での銀行業金融機関の

参入を緩和し社会主義新農村建設をよりよ

く支援することに関する若干意見」によっ

て，「村鎮銀行」「農村資金互助社（組）」

「ノンバンク」という３種類の新しい農村

金融機関の設立が認められることになった。

従来のすべての改革と同様に，まず地域

を決めて試行されたが，最初は四川省，青

海省，甘粛省，内モンゴル，吉林省，湖北

省という６省・区で実施された。この６省

が選ばれたのは，農村エリアの金融機関数

が相対的に少ないためである。07年10月に

はその試行が全国範囲に広がり，現段階で

は各省に１～２社限定のテストが行われて

いる。３種類の新型金融機関の内容と特徴

を簡単にみる（第３表）。

「村鎮銀行」は，金融機関，一般企業と

自然人の出資によって，農村地域に立地す

る銀行業金融機関であり，独立した企業法

人である。出資人の中には少なくとも銀行
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業金融機関１社（自己資本比率８％，直近２

年連続営業利益段階黒字，外資系の場合最低

資産は10億ドル以上）が必要であり，しか

もその出資比率が20％以上でなければなら

ない。つまり，最大の株主または唯一の株

主は銀行業金融機関でなければならないと

いうことである。県域の村鎮銀行を設立す

る場合，最低資本金は300万元で，郷鎮の

範囲内では100万元となる。域外での貸出

はできない。

「農村資金互助社」は，郷鎮，行政村の

農民及び農村の小企業（前年度に営業利益

段階黒字が条件）が出資し，組合員のため

に預金，貸出，決済等業務を提供する地域

密着的な協同組合金融機関である。最低資

本金は郷鎮で設立する場合30万元，行政村

で設立する場合10万元となる。発起人は10

名以上。単一の農家または単一の農村小企

業の出資比率は10％を超えてはいけないほ

か，支店開設は認められていない。資本金

と設立エリアから分かるように，村鎮銀行

に比べ農村資金互助社は小規模で地域密着

の組合員のための協同組合金融機関である。

「ノンバンク」は，商業銀行及び農村合

作銀行が出資し，農村地域に設立するノン

バンク金融機関であり，最低出資金は50万

元となる。

全体をみてわかるように，村鎮銀行の最

大の株主または唯一の株主が銀行業金融機

関でなければならないこと，ノンバンクの

出資者を銀行業金融機関に限定しているこ

とが示すように，新たな農村金融機関も既

存の銀行の派生的存在にすぎない面が強

く，一般民間資本の金融分野への参入ハー

ドルが依然として高い。

また銀監会の「意見」では，「株式制商

業銀行，地方商業銀行は農村地域で支店等

機構をつくり実質的貸出業務を行ったら，

設立された支店等機構は当該銀行の当年度

内の支店等機構の設置数にカウントせず，

また同時に発達地域での支店増設について

優先する」というインセンティブがある。
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資料　０７年１月２２日に中国銀行業監督管理委員会が公表した「村鎮銀行管理暫定規定」「農村資金互助社管理暫定規定」と「ノンバ
ンク管理暫定規定」により作成 

第3表　新規参入の３種類の農村地域銀行業金融機関 

出資者と出資比率等 最低資本金 金融機関種類 

村鎮銀行 

農村資金互助社 

ノンバンク（貸出公司） 

・出資人の中には少なくとも銀行業金融機関１社（自己資本比率８％, 直近２年連
続営業利益段階黒字, 外資系の場合最低資産は１０億ドル以上）が必要であり, 出
資比率が２０％以上でなければならない。つまり, 最大の株主または唯一の
株主は銀行業金融機関でなければならない。 

・単一の自然人または単一のノンバンクまたは単一の企業法人の出資比率は
１０％を超えてはいけない。 

・村鎮銀行の代表取締役（董事長）と高級管理者は銀行業の仕事経験５年以上, 
またはビジネス経験８年以上（うち銀行業の仕事経験２年以上）, しかも短期大
学以上の学歴を持つものに限る。 

・農家, 農村小企業（前年度が営業利益段階黒字）が出資する。単一の農家また
は単一の農村小企業の出資比率は１０％を超えてはいけない。 

・組合員のために預金, 貸出, 決算等業務を提供する地域的・協同組合的銀行
業金融機関である。組合員による民主管理を実施する。 

商業銀行及び農村合作銀行により設立 

県域（及び県と同格
の市）では 
＜３００万元＞ 

郷鎮では 
＜１００万元＞ 

＜５０万元＞ 

郷鎮では 
＜３０万元＞ 

行政村では 
＜１０万元＞ 



が当該銀行のヒアリングで確認できた。

４大国有商業銀行の一つである農業銀行

も村鎮銀行設立の意思を表明し，湖北省や

内蒙古で設立の準備を進めていると伝えら

れる。これは，農業銀行の株式公開は財政

からの巨額の資金注入が欠かせないが，そ

の見返りとして「三農」への融資も責務と

して課されているため，村鎮銀行設立の試

行に踏み切ったものである。また農業銀行

は，将来，村鎮銀行などに資金を供給して

いく考えもあるが，その意味でも村鎮銀行

の設立は資金供給業務の進め方についてノ

ウハウを蓄積できるメリットもある。

国家開発銀行（以下「開銀」という）も

強い意欲を表しており，すでに５つの村鎮

銀行を設立したが，さらに新設を検討中で

ある。この動きは開銀の改革と関連してい

る。開銀は全国的に店舗があるものの，主

として省庁所在地など大都市に集中してお

り，しかも店舗数は他の大手金融機関に比

し，圧倒的に少ない。商業的自立を目指し

て改革を始めているが，業務と営業範囲の

拡大が必要となり，村鎮銀行の設立はまさ

にチャンスとなったのである。

外資系銀行は中国の農村市場に大規模に

参入するとは考えにくい。中長期的，戦略

的視点で農村市場でのテストを行うことが

当面の目的であり，短期的な営利目的では

ないとみられる。湖北省での「HSBC村鎮

銀行」の資本金は1,000万元にすぎず，仮

に失敗しても損失は大きくない。一方でも

し成功すれば，中国での発展戦略に大きく

貢献することになる。
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都市部等発達地域で厳しく制限されている

支店開設の許認可を使って，農村部に都市

型金融機関を進出させ，貸出も増やそうと

いうわけである。

（３） 新型農村金融機関の設立の現状

08年１月末時点，これら３種類の新型農

村金融機関はトータルで31社設立され，そ

のうち村鎮銀行が20となっている。07年12

月に湖北省曽都で設立された「HSBC村鎮

銀行」は中国農村市場に初参入した外資系

銀行となった。さらに08年中に新型農村金

融機関はトータルで新たに100社以上誕生

する見通しである。HSBCは，湖北省曽都

での村鎮銀行の運営・収支状況によっては

08年に新たに６社程度を設立する可能性が

あると報道されている。
（注10）

そのほかにシティ

バンク，スタンダードチャータード銀行及

びグラミンバンク（バングラデシュ）も参

入の意思を表明している。

現段階で，村鎮銀行の設立主体は，地方

商業銀行，国家開発銀行と農村信用社とな

る。営業店舗を拡大したい地方商業銀行に

とって，人件費等運営コストの面から自行

の支店を開設するより村鎮銀行をつくった

ほうが安くなるため，設立のインセンティ

ブが生まれている。地域をまたがる支店を

開設したい地方商業銀行や農村合作銀行等

にとっては，異なる地域での村鎮銀行設立

がその実現の手段となる。湖北省仙桃で設

立された初めての地域をまたがる村鎮銀行

は，北京農業商業合作銀行によるものであ

るが，設立の理由はまさにそこにあること



上述したように，これら３種類の新型金

融機関の営業エリアは農村地域に限定され

ているため，07年９月までの約１億2,000

万元の貸出残高はすべて農村地域への貸出

増加となる。農村信用社に比べればまだわ

ずかな金額ではあるが，農村への新たな資

金の流れが生まれたことは今後の中国農業

にとって大きな出来事に間違いない。

だが，実務上より注目すべきは「競争の

刺激」であろう。新型金融機関の出現は，

ほぼ農村金融市場を独占してきた農村信用

社に対するライバルを作った。一つの例と

して，四川省儀隴県恵民村鎮銀行がある。

同村鎮銀行は儀隴県南充市の南充商業銀行

がメイン発起人となり，その他５社の企業

と共同で200万元の資本金で，07年３月１

日に設立された。07年４月25日時点では，

預金は414万元，貸出は140万元となる。こ

の貸出規模は，現地農村信用社の約10億元

の貸出規模にはるかに及ばないものの，農

村信用社の明らかな変化をもたらした。恵

民村鎮銀行が設立されて以降，現地の農村

信用社は直ちに27万枚の担当者付貸出サー

ビス連絡カードを農家へ行って説明しなが

ら配った。しかも，農家への与信枠は一般

農家の場合１万元から３万元へ，特級信用

農家の場合最高８万元へと引き上げ，かつ

手続きが簡素化された。
（注14）

競争状態の出現は正規の金融機関内にと

どまらず，非正規の金融機関に対しても刺

激を与えている。非正規の貸出金利が低下

する現象がみられるからである。前述した

ように農村の資金供給が不足しているた
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ただ，もしHSBCが多数の村鎮銀行を各

地に設立し，将来的に村鎮銀行をネットワ

ーク化した場合，中国でも有数の営業網と

なるだろう。農業銀行と農村信用社にとっ

て農村地域における巨大なライバルとなり

かねないのである。
（注11）

なお，最初に設立された３つの村鎮銀行

の07年の経営成績は，吉林東豊村鎮銀行が

税金還付を入れて約20万元の営業黒字。甘

粛省慶陽瑞信村鎮銀行は101万元の営業黒

字。四川省惠民村鎮銀行はわずかではある

が，赤字を出した。
（注12）

（注10）「我国今年将加快農村金融体制改革」（2008）
（注11）「村鎮銀行試点周年探営」（2008）
（注12）（注11）に同じ。

（４） 新型農村金融機関の成果

新型農村金融機関の成果は大きく言って

「自由化の促進」「農村への資金環流」「競

争による刺激」の３点が指摘できる。

自由化の観点で言えば，農村信用社への

集中度が高く，制限の厳しい金融領域にお

いて，「歴史的な突破」を果たしたといえ

よう。少なくとも農村金融市場において自

由化の試みが始まったことの意義は大きい。

農村への資金の流れを促し始めたことも

間違いない。銀監会の発表によると，07年

８月末までに設立された新型農村金融機関

は23社（うち村鎮銀行11社，資金互助社８社，

ノンバンク４社）で，資本金の総額は１億

2,727万元（うち銀行資本は50.9％の6,480万元，

産業資本は15.4％の1,954万元，個人資本は

33.7％の4,293万元），預金残高は１億9,345万

元，貸出残高は１億1,953万元となっている。
（注13）



め，民間金融機関の多くが高金利をむさぼ

る状態にあった。吉林省磐石の融豊村鎮銀

行は07年３月１日に設立され，期間１年の

短期貸出の金利は約11％である。これに対

し，融豊村鎮銀行の営業範囲内の鉄西村の

「抬銭」（日本の「頼母子講」に当たる）の金

利は12％から18％となっている。この金利

差によって，農家は自然に「抬銭」から融

豊村鎮銀行の融資に転換している。
（注15）

「抬銭」

等民間金融に対する需要が減れば，自然と

その金利も下がることになろう。

また，今回の３種類の新型農村金融機関

とは別に，05年から人民銀行の主導下で民

間資本による小口融資会社である「小額信

貸公司」が５つの省でテストされている。

そのうち，05年12月に設立された山西省平

遥の「日生隆」という小額信貸公司は20％

の貸出金利を付けており，清華大学が調査

に行った07年夏まで貸倒れも発生していな

い。現地では「日生隆」以外にもう１社が

設立されており，この２社の参入によって

現地のインフォーマル金融の貸出金利が低

下してきたことが，前出の07年夏に清華大

学が実施した調査で判明している。

（注13）「調整放寛農村地区銀行業金融機構準入政
策首批試点初見成功」（2007）

（注14）歴志鋼（2007）
（注15）張宇哲（2007）

（１）預金吸収難による収益構造の未確立

新たに誕生した各地の村鎮銀行と農村資
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金互助社が直面している最大の問題は預金

が思うように集められずに収益構造が確立

できていないことである。例えば，資本金

2,000万元の村鎮銀行は，毎年の株主配当

金を10％の200万元，販売管理費も10％の

200万元とすると，毎年400万元の利益を出

す必要がある。これを預貸金利差3.5％（現

在の１年物の預金金利と貸出金利の差）で計

算すると，年間少なくとも1.1億元の貸出

が必要である。貸倒引当金を考慮すると，

約1.2億元の最低貸出規模を持たなければ，

経営は成り立たない。これは75％の預貸率

で計算すると，年間少なくとも1.6億元の

預金規模が必要なことを意味する。１年間

でこの水準に達するには預金ゼロからスタ

ートした場合１日約44万元の預金獲得は必

要なことを意味している。

だが，現実には村鎮銀行は現状では１日

当たりの預金獲得は平均で10万元前後にと

どまっており，利益を出せる水準に到達す

るまでに最低３年間はかかり，そこまで経

営を持ちこたえることができるかが大きな

課題となっている。
（注16）

吉林誠信村鎮銀行は銀監会が最初に許認

可した３つの村鎮銀行の１つであり，07年

３月に営業を開始した。同年８月末時点で，

預金残高は617万元，貸出残高は1,416万元

で，預貸率は229.5％となる。617万元の預

金の大部分は県域内の企業による。東豊県

内の14の郷鎮の預金規模は約８億元である

が，ほとんど農村信用社と郵政貯蓄に流れ

ている。

07年10月末，四川省の儀隴恵民村鎮銀行

３　新型農村金融機関の

直面する問題



（07年３月設立）と北川富民村鎮銀行（07年

７月設立）の預金残高合計は，714万元，

貸出金残高合計は645万元で，預貸率は

90％となる。
（注17）

このように預金獲得が進まない最大の理

由は，村鎮銀行や資金互助社の信用力が不

足しているからである。中国には預金者保

護の預金保険機構がまだ存在しておらず，

個人の預金は金融機関のリスクに全面的に

さらされている。従って，多くの農家は預

金を村鎮銀行ではなく，経営規模が圧倒的

に大きな国有商業銀行や郵便貯金，政府と

のつながりが強い農村信用社に預けること

になる。また，村鎮銀行はネットワーク等

インフラも整備されておらず，預金者にと

って不便という面もある。

（注16）「第一批試点調研　吉林誠信村鎮銀行放貸
減速」（2007）

（注17）「村鎮銀行照亮農村金融市場　来自新型農
村金融機構首批試点省区的報告」（2007）

（２） 相変わらず高い参入ハードル

新規参入の金融機関に対しては依然とし

て多くの設立要件が課されている。「意見」

と「村鎮銀行管理暫定規定」は，村鎮銀行

の最大の株主または唯一の株主は銀行業金

融機関でなければならず，しかもその持ち

株比率は総資本金の20％を下回らないこ

と，ノンバンクは50億元以上の資産規模を

持つ国内商業銀行または農村合作銀行の設

立した全額子会社でなければならないと規

定している。既存の商業銀行の参加がなけ

れば村鎮銀行やノンバンクの設立ができな

いことは，参入規制が続いていることとほ

とんど変わりがない。特にノンバンクに対

する厳しい設立条件は，事実上，民間資金

に対する参入禁止に等しい。

また現在，各省に１つか２つの村鎮銀行

を設立するテストは全面的開放とは大きく

かけ離れているといわざるを得ない。中国

には2,860の県，４万1,040の郷鎮と64万の

行政村がある。各郷鎮に１つの新規参入が

あるとすると，４万以上の新規参入の金融

機関が必要となる。08年には約100の新規

設立が予測されているが，広大な農村地域

に照らしてあまりに少なく，新規参入の加

速が必要といわざるを得ない。一方で，金

融監督の観点での問題もある。仮に全国の

県の半分にそれぞれ１つの村鎮銀行ができ

たとするとそれだけで約1,400にもなり，

これを管理監督するには現行の銀監会の規

模，システムでは明らかに不足している。

（３） 金融インフラの整備の遅れ

農業は鉱工業などに比べ，自然災害，天

候など予測不能のリスクに，より大きく直

面している。中国ではこれまで農業に関し

てはリスク補償の制度は存在していなかっ

た。そうしたなかで，農業金融を自由化し，

農家への資金供給に道を開いても，災害，

天候不順などで不作に陥った場合，農家と

金融機関が共倒れする構造になりかねな

い。過去の農業金融は農業外にリスクをカ

バーする機能が用意されていなかったがゆ

えに，金融機関が農家と同列に予測不能の

リスクを負わされ，結果的に農村信用社が

巨額の不良債権を抱え込むことになったの
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である。農業の収益性の向上，自然災害等

に起因する農業収入の変動等のリスクをヘ

ッジしたり，実際に損失が発生した場合に

補償する信用補完制度の構築など農業金融

をめぐるインフラが整備されなければ，新

たに設立された村鎮銀行などもかつての農

村信用社と同じ道を歩まざるを得ない。

村鎮銀行は大株主である大手銀行からの

多面にわたる支持が得られるという強みは

あるが，その分，厳しい収益基準を負わさ

れ，基準に合致しない融資には消極的にな

るといった面が想定される。現実に農村信

用社は農村より都市部に融資する傾向が出

ている。農業のリスクに対し，農家が融資

に有効な担保をほとんど持っていないた

め，融資基準をクリアできないという別の

事情もある。中国においては農地は担保に

することができない。農家の住宅家屋も財

産であることを証明する「権利証」が発行

されていないものが多く，担保にできない

ケースが大半である。また，農家が分散し

ており，その信用情報の把握が難しいとい

う問題もある。村鎮銀行の運営からみると，

農村信用社と同様のグループ保証か，村民

委員会や村幹部の協力などのリスク回避手

法を取り入れているのみで，農村信用社以

上の競争力があるとは言えない。

農村の金融改革を進展させるには，今後，

民間資金の農村金融への参入を本格的に開

放することが求められる。同時に民間資本

による農業金融の持続的発展をサポートす

る外部環境の整備も不可欠といえる。

（１） 預金保険制度と資金の供給制度

新規参入した村鎮銀行などの経営を軌道

に乗せるには，まず意識すべきは村鎮銀行

の資金調達ルートの確保であり，そのため

にはマクロ環境として個人の預金を保護す

る預金保険制度の確立が必要である。農民

が地元の村鎮銀行に資金を安心して預ける

環境を整備することで，村鎮銀行は融資原

資を得やすくなる。国家信用による預金保

険制度の設立は，農村金融の活性化に不可

欠である。並行的に村鎮銀行等に対して商

業銀行等から資金が投入される環境を整備

すべきである。また，村鎮銀行等の新型金

融機関を育成し，資金の農村への還流を促

進するという視点から，国有商業銀行や地

銀または中央銀行から資金を供給するシス

テムの構築が有効となろう。

（２） 信用補完制度の整備

次に農業そのものに対するリスク対策も

必要となる。自然災害保険，信用保証，農

産品価格支持などの制度整備である。自然

災害保険については，干ばつや洪水，台風，

病虫害，疫病等災害によって融資先である

農家の収入が減少し，返済できなくなるリ

スクをどう解決するかである。日本を含め

先進国においては，自然災害，天候不順な

ど不可抗力による生産への打撃などのリス

クをカバーする政府支持による災害保険制

度があり，それが農家の経営を安定させ，
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４　今後の農村金融への提言
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農協は格好の先例となる可能性がある。日

本は中国に対し，農村金融で多くの経験と

知見を供与することが可能であり，今後も

意識的に進める必要があろう。
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金融機関の農業への融資を拡大する原動力

にもなっている。

保険監督管理委員会の呉定富主席は，08

年中に天災保険の運営モデルや管理体制の

整備，賠償手続きの簡潔化などを通して，

政策的農業保険の発展を進める方針を表明

しており，政策的農業災害保険に関する条

例を策定する予定である。

また，政府主導のもとで農家の担保力を

補完する信用保証保険制度の整備も欠かせ

ない。農地が担保にならない中国ではなお

さら必要である。加えて，農家の信用情報

に関するシステムを整備し，金融機関が農

家への融資をよりきめ細かく実施できるよ

うにすべきである。

政府は財政措置も含む様々な対策を講じ

ることによって，農業と農村金融のリスク

とコストを軽減することが可能であり，そ

れらを活用して農業金融機関が収益性の向

上を図れば，農村の資金供給不足の問題も

解決に向かうだろう。いずれにしろ，重要

なのは，経済が未成熟な農村地域では市場

メカニズムだけでは解決不十分となる点で

ある。

（３） 協同組合的金融組織の発展促進

また，零細農家の状況がこの先も継続さ

れるとみなされているなか，本稿ではあま

り触れていない協同組合的な金融組織の農

村資金互助社の発展を一層促進することが

必要とされよう。この意味で日本の農村金

融に力を発揮してきた組合員制度に基づく


